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近世の農業経営は家族労働を中心に行われ

た．

その農地には全生産畠の五割の公課が賦課さ

れていた・従ってその経営は家族労働に適応し

た規模でなければ合理的な経営を継続すること

が出来なかった・家族労働力に比して耕地の少

ない者は，溶極的に過剰労働力を奉公に出すか

積極的に耕地を借りるか，或は名子鞄を借りて

賦役に従うことに依って合理化した．反対に家

族労働力よりも耕地が大である場合には，沿極

的に余剰耕地を小作に出すか，積極的に奉公人

を使役するか，或は名子を利用して名子地に出

すと共に名子労働力で自作地を増大した・

然し此の経営の合理化は必ずしも自由に行ふ

事が出来たのではない．寧ろ極めて不自由であ

り，不合理な経営が多かった・殊に時代が下る

に従って，土地兼併が進行し，寄細経営，小作

地経営が増大し，地主が増大していった・新の

如き経営規模の不均衡は貢税負担を不卒等と

し，ひいては貢租収入を減少し，土地生産を基

礎とした封建社会の基礎を不安定なものとする

から，当局はあらゆる政策をもって経営規模の

適正化に努めた・弦に於て封建支配者が如何な

る方法を以って経営規模の合理化政策をとつた

かを明らかにしようとした・此の政策に対して

良民は如何なる経営方法をとつたか，そしてそ

の結果は封建社会に如何なる結果を齋したかを

論考したものである．

第1耕地の側からの適正化

農地政策の立場から農業経営の合理化を計っ

た根本的なものは，寛永二十年に発せられた貴

地売買禁止令である．これは土地兼併を防止し

農民の土地を離れ，寄細化する事を防ぎ，封建

的土地制度を－封建社会の安定を計ることを

目的としたものである．（1）然し実際には質入そ

の他の方法に依って土地売買が行われ，土地兼

併，農業の寄細化が行われた事は既に諸家の注

意した肝である．「基辞養父記」（ヨ）に宗藩の土

地制度に就いて「御領中の百姓何の頃に歟困窮

仕，村ヰ之田畑悉く富民の手に入，田畑を不持

下作り計り仕る百姓大分部に成，少宛田畑棒に

両も一家の人数相応に持たる老少い故，何事も

仕難く候（中略）只今の百姓共讐ば五人には出

五反持て過る積り之肝に，或一家六七人も居て

漸田二反三反ならで不持，或は一家四五人居て

田一畝も不持過束」る者もあつたと称して居

る．斯かる現象は一宗藩だけではなく，一般的

傾向をもって居た・従って各藩は土地均分政策

土地割替，土地所有，経営規模の制限を行い，

適正規模経営を維持せしめようとした・

託1）中田菜著「法制史論集」第2番512ー7貞

2）日本農民史料東梓第6巻372貞

1ニI二地割替政策

土地割替政策並にその慣行に就いては，既に

内田銀蔵，中田素，小野武夫，本庄栄治郎，牧

野信之助，栃内礼攻，奥田頭，中村慶三郎諸氏
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第4巻（1952）第1部  岩手大学学芸学部研究年報  

生ずる富の不卒均，郡税寅捜の不均衡，土地支  

配を通じて経済的に農民を支配する孝を阻1Lす  

る事を主眼とした．封建的土地支配を通じて行  

われる公権的農民支配の中に，経済的土地支配  

に依る私的農民支配の生ずることを阻止．するた  

めであった．経済的農民支配が行われる事に依  

って，封建的農民支配の中に各種の農民層の生  

ずることを閉止し，封建社会の単一的安定を計  

るた捌こ，土地均分改発が行われたのである．   

鍋島藩の土地均分政策は，天保13年当時土地  

兼併のため小作人増加し，小作料増額のために  

小作人の生活帝乏し，都税収入にも悪影攣を与  

えたので，財政政策と社会政策とを兼れ 天保  

13年小作料納入の停止．を命じ，その期間慧0年に  

及んだ．然し鞋に小作料の椚入停止．だけでほ所  

期の目的を澤すろことが出来ないので，更にこ  

れを微底するた捌こ土地の上支配を断行し そ  

の土地を一骨歩合を以て他室と小作人に分配経  

営せしめたのであろ．（1）   

藤堂滞r攣燕）も貫政8年財政窮乏，農民救  

済のた捌こ，「地卒し」又は「地劉」と称して  

田畑州棟の均分改質－－」祈有嘩を均ノ外すろ漂地  

改革を行ったが，百姓一揆の反対を受けて，そ  

の政筍を散華している．（2）此の外岡山滞や対馬  

滞等にも行われている・（3）   

奥召オ地方に行われた均田政策として孝明なの  

ほ会準滞の政策である．会革帯が土地分給政策  

をとった原因は，仔司氏に依れば「1．少くと  

も宝暦以降天明に至るl：射酎ごよる廃田，手余地  

不枯地等の尤大な不耕地の出現，9．累代に亘  

ろ増徴によろ民力疲弊のこに要約出来る．亜本  

的な原因は貢柑の荷重賀担による再生産不可能  

の結果，l迷l作に遭ふや転退，流亡，餓死の直積  

原因となり，更に農民ほ豪商農への質地，家屋  

保租等を通じて高利貸地主に頼らざるを得なか  

った事，従って不耕地の出現ほ藩財政への影響  

甚大であった．殊に累年に亙るl乱作による減収  

は莫大で，他方武士人口の増加，諸種の失費等  

で財政の膨脹を来す等，凡そ収支が逆であつ  

た。」（4）これを改革するた捌こ土地分給政策を強  

行したものである．  

その他多数の研究が行はれて居る．その起源や  

経営的恵美，政策的意養に就いてほ種々学説が  

分れ清澄な論争の行われた肝である．然しその  

起源論に就いてほ近世に発生したとする事が定  

説化している．経営的悪童，政策的意義に於て  

ほ学説必ずしも一定せず，今筒論争点となって  

いるが，耕地割替に依って土地肥沃度の差によ  

って生ずる経営の不公平を平均化し，和税の賞  

担を公牢にしようとしたものと見られろ．「要  

するに諮制度「他部制度）発鞋の要因は，農民  

側より言へげ揖券を均分して印群頁粗を均等に  

する畢にあり，領主側から云へ・′デ徴税の円滑を  

斯すろ事であって，時にほ郡群増徴のため，或  

は徴税手数の省略のために該制度を冥施した事  

もあった．之を精神軌こ見れば農民の相互扶助  

の情愛，並アドに喝恭均分の打算と，軍手が称税収  

入を計る車とから出発LていろJl）即ち経営費  

の均等を計るために，高率印税の頁担の公卒を  

期するために行われた経営方式であったと見ら  

れる．ラ睦後国の地割慣行がその一例である．（2）  

土佐藩の田地却慣行も「村方に於ける有力者を  

抑へ莱草地の卿痔を均分して各自の資本と労力に  

対すろる報酬を均等ならしめんとの趣旨より側  

められた」（3）尋、のであり，「加趣龍三州の改作  

之初物語」に依れげ加賀滞の地割制度は「唯三  

ケ国の召堆努々納所以外甲乙有之様に思召故，  

後々何とぞ随分郡々に土に応じ卒等の細靡被仲  

村候横」の討礫が原因であった．（4）従って収益  

の卒均が必要であり，肥沃度の差の大きい併に  

於ては地割制度を必要としたのである．   

詫1）中村慶三郎論文「由崩ほ土地割替制度との関係  

に就いて」地理！撃評論 第13巻箪7糖・第8被・   

ま）前払法制史論集 第2巻6⊥3－8頁．  

3）小野武夫著 農民繹渾史研究．319頁．  

4）日本農民史料棄梓 筍4巻 424頁・  

慧 土地均分政策   

地割制度ほ山崩．川欠．新田開発等主として  

土地の生産力に変化を生じた場合に，此の変化  

に基く損益巽捜を均等化する事に依って，租税  

賀担の公平を期する事を主眼としたが，土地均  

分政策は土地兼併に伐る経営規模の不卒均から  

ー t8－   



近世農業経営の適正化対策（森）  

「分給勧の骨子ほ，徴租楼構の再編成による  

土地耕作の卒均併有化にあって，手余地，廃田  

荒地等の整理と，寄生地主の新地（熟地）兼併  

防止並に所有地の分散であった．   

そして，郷村制の再強化によって，熟粗，薄  

地を卒均耕作せしめ一村連帯負担の均等を行ひ  

右により貧富の懸舶を除去する事であった．従  

って寄生地主の多大な土j租（蛮地）を除去する  

事であった．従って寄生地主の多大な土地（質  

地）の没収，又ほ3割講返しの仕法を以て，極  

力貧農に持地せしめる事であった．」（5）   

此の政策がどの程度の効果を収めたかは明ら  

かでないが，東北語感の農報戯儀としてほ劃期  

的な方法であった．戯し之等の政党が，その執  

行者の偉大な権力，理想，実行力に依って強行  

されたに拘わらず，その効果に就いては幾多の  

問題を率み，貿否種々の批判がオfわれた事ほ注  

意を要する．佐賀藤の均国政先に対してほ，同  

港の蔽単五司考旗の批判があり，（6）藤里藩のそ  

れに就いては，水戸捲り藤出幽谷の批判が行わ  

れている．（7）それにも加わらず，近世封建社会  

の郷村は著しく変質し，何等か強力な土地改革  

を行わざるを得庵い晴勢となっていた．従って  

執行者達ほ，種々の土地改革を主張するに至つ  

たのである．南部蕗に於てもそり鹿向を免れる  

ことは出来なかった．即ち洛政束掛こ，藤財政  

の窮乏を救い，良民け夏生を詰るにめに均軋政  

策を主張する者があった．’鈴木重蔵の「経済僻   

見」（8）に，   

「百姓属地倍作り無之と申挨は，百姓之田地   

迫々豪富之手に入り，自分の田地を作り候老   

少く，多分は借り作りに御座候故，上え御年   

貢を収，又地主え礼米を斗り候者手取至而少   

く，無拠借財之相続故，又聯之手取之分も前   

借え引取られ，年々1粒も余物米無之候付，   

迎も引立可申様舞之，豊年とても凍敲を免か   

れ侯様無之，元来百姓之困勤ま国家弟一之大   

患に御座候，依而士町人之紺地所持仕候事風   

儀に茂拘り不可然儀と拳存候聞，不残御取上   

け，本作重か，作掛り百姓か，いづれ甘地所   

持無之着え被下置，本案堵金之儀は年賦済崩   

に可被僻付候．都而百姓共作り高千苅とか干   

二百苅とか限りをつけ，若其余所持之者より   

ほ頓面倒取上前同様可視仲村候，且叉已来勝   

手次第田地売買之儀を御禁被遊，若衆拠払使   

者有之寵者，上に而御買上直々右之者に礼米   

作りに為政，右礼米を以年々御買上金之本宛   

らしと被成下，償相済候処に面倒戻可視遊，   

もし共著作り兼候子細も有之候はば，右御振   

合を以甘地所持無之百姓に可被下違，前条之   

通御受這被遊磯はば，追々田地持不仕水春同   

様之百姓無之楼蘭成，路厳に迷ひ，他所出等イ   

任侠者も無之，引立相成吋申と奉存候，外部   

国家之初姿蕾数多可有御座候得共，前文之粂   

々御取行之上之儀と奉存候」  

と早見を述べているが，遂に採択せられなかつ  

た．然しこれも土地兼併に依る農民の易旨乏は卦  

建社会を破壊するものであるとし，これを扱済  

するた捌こ慮の自作農創設を主張したものであ  

る．その根抵は，自作農の適正規模経営こそ封  

建社会の根本であるとする思想に基いている．   

戯し斯の如き根本的な盛地改革に依らずに辣  

建社会の安定を維持する方法として，適正規段  

を維持する必要がありとし，併有耕地，経営耕  

地の最大限を規定し，最小限度の耕地を維持せ  

しめるために，経営他の分割を制限する方法が  

かなり広塵囲に行われた．   

註1／j、野武夫博士著l▼佐乱藩わ均出場塵」  

2）本庄薬次郎博士論文「普藩わ角田簾」、常務論叢  

爵29容轟3鍍  

3J巣生蕨博士論文「奮岡山遠心井田法」経済論叢  

第14容第5鍍．牧野信之助論文「対馬心土地制度  

について」隆史地理 算28巻第4戟  

4）5）庄司吉之助論文「禽津諸に於ける土地分姶  

制」歴史壁研究第113洗  

6）正司考慮著「緩流問答秘録」日本経済叢書  

第20番  

7）藤田幽谷著「劾農或間J日本経済叢書 第20容  

8）岩手大堕肝戒，鷺宮噺造郎文塵本  

3 最高経営規模の制限   

野村岩夫氏の研究に依れば，仙台藩ほ享保13＝  

年に高5貫文以上の併有を禁じ藩政末期迄行  

ー19－   



岩手大学学芸学部研究年報 弟4巻（1952）第1部  

之人数にて不足中毒に候はば，御代官途吟味   

を，一貿文上下之百姓にほ，御定之外一人二   

人増抱之儀ほ不吉事」  

とし，高1貫文に対して労働者3人を適正経営  

の基準とし，経営構造の差に依って岬良作が  

多いか，農業外経営の態様に依っては一人二人  

の増加ほ差支ない事としたが，水田を中心とし  

た普通の経常に於てほ1・貫文3人を基準として  

高5貰文15人経営を最高とし，それ以上は独立  

百姓に分地せしめる方針をとったのである．此  

の基準ほ分家する場合にも同様であった事は後  

述の如くである．   

斯の如く滞が出来るだけ適正経営を行わしめ  

ようとした事ほ南部藩の政策にも表われてい  

る．   

安政5年に発せられた法令中に，（3）   

「一御百掛こ作り高に応じ手廻し下人可有   

之事に付，作高不相応不人に而は作方不手入   

に看之候条，是等之養共に銘々勘弁仕，家内   

人数者，容易に別家に什供養可為無瀾候，若   

無拠斯葦有之，別家仕候はば御代官へ願出，   

得吟味可巾事」  

と云い，経営塀材と労働力の合理化に努めてい  

る．此の法令ほ農民に対する滑費節約令中の一  

条であるが，滞はこれに依って，農民の植簡閲  

稼を禁じ，他慣招稼人の呼戻しを命じ，滑費節  

約，労働力の適正化旺依って農家経済の改善を  

計らうとしたのである．南部藩の法令ほあまり  

冥行されていないが，仙台薄の最高経営規模制  

限令はよく轡守されたためか，それ共最高経営  

面積5貰文以上の繹智者が最初から少なかった  

のか，とにかく5貫文以上の経営者は，名子，  

被官，扶持喰，添人等をもっているものを除け  

ば，椀めて少なかった事ほ注目すべきである・   

誅1）野村岩夫著「仙育藩農業史研究」220－8頁  

2）際揮都下衣川村千葉胤官舎文書  

3）紫波郡見前村，大宮略文書「月商村肝煎御用留  

帳」  

4 土地細分の制限   

土地の細分に関する制限政策は，農業経営の  

われた．但し妨添新田，開発埋，茶畑ほ此の制  

限外であったと云うL．（1）然し仙台藩のかかる土  

地制限令ほ掛こ野村氏の言われるよりも50年も  

前から行われていた事ほ娃宝5年に発せられた  

「御郡方御式目」（2）に依って明らかである・然  

も此の制限ほ，所有高制限と云うよりほ，感瞥  

高制限の色彩が強い．即ち同法令第17条に，   

「一百姓杯持高5貫文以上，御部屋御帳面に   

無之，自分に敦才覚，高に成候分，5貫文以   

上より地形召上，其柑少高之百姓に配分可申   

事」   

此の規定だけでほ所有制限を5貫文としたよ  

うに見えるが，その施行細目第9条に依ると，   

「一百姓持高5貫文以上御覿竪御帳面に無之  

白分に致才覚，高に成候分，持添之地形召上   

其村小高之百姓配分仕候様に被補足侯得共，   

兄弟伯父甥名手等車道分け為作置候者可有之   

候問，たとへ持添之地に候共，分骨為作候実   

儀，其村肝煎組頭申出，御代官衆承届於紛無   

之，不可取敏之，控然垂両分け地之着用禿，   

着地形地主え相返り，5‾賢文以上之高に相成   

事も可有之候R勘 室其時に御代官衆御郡司衆   

吟味之上，御式目不相背様に可相斗之，  

附，地形才覚いたし候節，双方以相対金子  

相出，永代に持添に仕使者，求申侯節之  

金子之半分迄，配分之地形受取候百姓手  

前より高に応じ為相出，地形召放百姓二  

可為取之事」 

と規定し，労働力の如何では5貫文以上の所有  

が可能であったが，経営面積は5貫文を限度と  

し，それ以上の経営ほ認められなかった．若し  

それ以上の経営面積を併有している場合は，そ  

れ以下の経営者に売却しなければならなかつ  

た．   

その場合の売買は当事者の相対契約に依るも  

のであった．   

仙台藩が1戸の最高経営面積を6貫文とした  

我拠は，同法令の施行細則第1粂に   

「一百姓拝島一貫文にかせぎ三人之積に相克   

候得共，或海辺山根之者ほ，農耕之外に別而   

渡世之所作仕もの，或畠過に持候召姓，右定  
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細分イヒを防止し，租税呉担能力の低下を阻止－す  

ると共に，豪農商に依る零細農民の経済的支配  

を防衛する意味をも含んでいた．然しその制限  

令は時代の下るにつれて失効する傾向に在った  

事ほ，既に農民の経営規模が低下しつつあった  

事を以ても知り語る所である．   

加賀掛こ於ては元文5年に法令を発して，百  

姓の分高を行う場合ほ，分高後の残高が50石以  

上の場合に限るとして来た前例を繰返し，   

「持高五十石余有之分，攻三鄭こ高分け為持   

候儀勝手次第之眉相調候（中略）五十石余之   

高を二三十石に分け申儀にても無之候，致配   

分候耐残持古五十村致所持之俄に候，其余之   

分は勝手次第配分候様にと申儀に候」  

と命じ 極力寄細化を防止．しようとしている・  

燃し実際忙ほ五十石以上の経営者ほ極めて少な  

いから，分高後の残高が五十石以上の場合だけ  

分高を認める事は，分高を禁止．したのも同様で  

あったから，享和1年「奥郡山方村大高持稀に  

而，五十石より内に而も格別に承屈可申旨，先  

年申渡置候，外御郡も山方少高所之儀ほ，品に  

寄金議可什」事とし，残高五十石以下でも分家  

を容認する傾向を生じた．（1）加賀藩が山村地方  

の分素制限を置和したのは，Ⅲ柑地方には抹場  

が多く，五十石以下の残高でも経営費の自給に  

伐つで合理的な経営の可能を認めたからと見ら  

れる．   

然し分高制限を加賀藩の如く五十石とした例  

ほ極めて少なく，一般的にほ高二十ポが最高残  

高であった．越後国中頚城那津有村新保柑新田  

の「柑極証文」に依れば，（2）  

「一当村之儀高辻不相応に民家多侯に付，分   

家致候而ほ末々百姓及貧窮に候問，高90石よ   

り以下所持致候百姓ほ，以来分家致Rり敷旨，   

二・三ケ年以前宝暦1生年御百姓一統中食置候   

（下略）」  

と云い，分高制限令が，農民の零細化を防止す  

る事を主眼としていたのである．「地方凡例録」  

には（3）   

「一田島分け侯儀，分知高10石反別1町より   

少く残すべからず，然る上ほ高90石地面9町   

より少き田地持ほ，子供等始め該親類の問で   

ほ田地配分不相成候臥 二三男有之ば，在所   

にて何ぞ為致渡世，或ほ相応の奉公に可差出   

事」  

と言っている．これほ享保7年幕府の発した禁  

令を伝えたもので，分高制限令の基準となつ  

たものである．   

従って五人組帳ヰ）此の制限法を基準として，  

分高制限を規定するようになった．今五人組帳  

に依って分高制限規定を検討するに，大体攻の  

ような類型を認めることが出来る．  

（1）一般的に芙然と分高を禁じたもの，   

賢敢10年武歳国都築郡山玖村の場合モ4）   

「甘牲抒来り之汀†畑亮之内，一切割分け中間   

敷候，子供大勢持候げば，見計職人蠍，又は   

商人杯に仕付候棟専一に可仕事，若高之内割   

合半候ほ而不叶養に御座候ほぼ，名主組頭遽   

吟味御溺可得御差図事」  

（2）特高の少ない者の分地を禁じたもの   

享保1生年下絵国海上郡野尻村の場合（5）  

「百姓締高少分之内子供親類分地仕間数候，   

子供多持候はば，奉公又はそれぞれの職に取   

付永Jr百姓相続心かけ可任侠」  

（3）制限高を明示したもの   

これには前述「地方凡例錬」に示した基準に  

従って高錮石，地層牒明以上を所有しなければ  

分地が出来ないとしたものである．これは分高  

とすべき土地が高1①石地蹟1町以下に下らない  

ようにし，然も分地後の残高が10石1町以下に  

ならないようにすべきであるから，分高可能者  

ほ少なく共細石9呵以上の所有者でなければな  

らない．従って此の規定．の原文も大体「地方凡  

例錬」の例文に類以している．例えば明和4年  

山城国紀伊郡稲藤村の五人組帳の如きものであ  

る．（6）   

勘 一定特高以下の者の分地を禁じたもの   

媒享5年信濃国佐久郡内山村の場合（7）  

「百姓所椅之田畑子儲へ分・地仕る俵，高空0石   

以上之者は堅停1L．，跡式1人え譲渡べし（中   

略）何方共1〔昭宛に訳地仕る儀者制外 （下   

略）   
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寛延雲年下野国塩谷郡上高根沢村の場合（8）   

「10石以下之百姓共田畑分け譲候儀致間数侯  

10石以上たりとも，田畑分・け侯欺，或は新規   

は百姓株取立侯事有之ほ，攻書付慮出，吟味   

之上可申付候」   

分・地すべき土地の限界の定め方に二つの傾向  

が見られる．一ほ最低限を規定したもので，   

「田畑譲候儲高10石より内に当候様にわけ中   

間敷候，宕無拠子細着えは可申出事」（宝暦2   

年甲斐国甲府町方）（9）   

高5石を限度としたものにほ，   

「百姓田畑子威に分為取申候共，一人前高5   

石分内に分不可申候．高10石以下之百姓ほ分   

け申聞敷候，岩無拠子細有之ほ御屈可中上   

事」（嘉永6年下野国足利郡大岩村）（10）  

と有るのほ一けた低い制限である．時代が下る  

に従って分魯1限度が低下している事を注意すべ  

きである．   

此の規定と反対に分高の最高限度を規定した  

ものがある．  

「田畑子孫に配分之事，一人前之高五石より多   

わけとらすべかず，小串之者は子孫に配分致   

間数候」し寛保宗年陸奥国伊達郡上保原柑）（11）  

（5）百姓の身分に依って分地限界に差のある  

もの   

これは名主，庄屋ほ末詔0石以‾F，普通百姓は  

10石以下の併有の場合ほ分・地が出来ないとした  

ものである．   

天保4年信濃国小県都武石組の場合（12）  

’「百姓田畑持候大積り庄屋20石目以上，百姓   

ほ10石目以上，夫より内端に持侯者は，右之   

高猥に分け候儀御停止に候間，持来侯俵田畑   

を子に譲候偽者，小高百姓ほ勿論90石目内之   

百姓ほ一切分・け串間数朕」（下略）  

（6）相続人を絵餞1人と特定し，次男以下の   

処置を規定したもの   

享保16年甲斐国北都留郡厳柑の場合（13；   

「百姓の内子供多く持候共，田畑惣領一人に   

譲り可申候，次男よりほ耕作の働為致侯か，   

又ほ奉公人商人擬人等に遺し置，末々自分退   

任候横可致候，高錮石より地面9町以下の百   

姓闇畑分候儀御法度の儀にて，田畑大分所持   

致し，子供配分仕度者ほ其旨申出可読差図像   

事」  

等の制限があった．これを地域萬に見ると，関  

西地方は大体20石2町以下の私有者の分地並に  

分一雄すべき限度を10石1町以上とする制限法が  

多い．（第1表参照）  

第l表  関西地方分地制限表  

年  代  場  併  分 地 限 度  
‘  

蒜蒜京橋頸  西 紀壬 年  洗  刷 ‘ 郡   柑  

竺⊥L空竺竺  

1る98l〝11年  

繭 領」分割禁止】   l絶 領  次男以下職人，奉公  

竺L⊥竺竺竺  

ケl〃  
・二・・・  

17b7 一 明和4年  薦高10石以上  

ケ
ケ
ヶ
 
 

「
ト
「
ト
 
 

ー
■
 
 

17741安永3年  

17981寛政10年  

〝  i   ：′  
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津貞 10石㌻  文政11年  未
 
 
 

達
 
 

膀
 
 

姥高10右以上   

r
戸
 
 －

 
二
 
－
 
 

天保‖年・巨河内さ名＋江  20右→2町  横   枕  

1847F弘化4年  
〉】  

丁完五  

丑
腔
西
 
 

い
汀
∵
W
 
H
 
 

」
 ．

 

磨  播  

備考 五入組法規集，五人組帳の研究にて作成  

然るに中部・北換地方ほ持高10石以下の分地  を占め，制限高が低下している事を特徴とす  

を禁じ，これに20石9町の制限法を混合してい  る．（第9表参照）  

る．然し関西地方に比較して1（I石制限が大部分  

第2表  中部地方分地制 限表  
も  

分 地 限 度  

分輿ゾ）  

限 界■  
持分の限界  西■ 審三 年  舵  

名菓 百一昨！  1682】天和2年  
】  

て蒜「妄議蒜  

梨閥罵」六岩弓  

中
 
 

朝
 
 

今
 
 
 

茂
 
 
 

河
 
 
 

三
 
 過

¶
飛
 
 

中
可
 
 

－■ ●－－    ●  

這i「1  

i702l〝 15年  

170S  費永2年  

1711ケ  8年  

1725【享保10年  

河
 
 

三
 
 

竺
 
 

〝 14年  1729  鰭   

1731トγ ㈲巨 甲 斐：  二女男以下奉公，磯人，商人  

1アララし  

1734i  
、  

∴－ご．・・・ニト  

1751F寛延咋  …
▼
…
 
 

・・・！＼  
百   
10  

10  

年
 
 

つ
】
 
 

暦
 
 

賓
 
 
 

1752  塵高10石以上  

】■制限外分高は許可  

ト宅  
絶領l  
人  分禁止  

10  

1759〝  9年】 〝 【岩 船  
‾【‾  

i這㌃完㌻頂市表†訂㌻盲1  制限外分高は許可  

1772 ∃ 明和9年  
叫
．
い
 
 巨

け
 
辛
目
 
 
 

苫
 
 
 

座
 
 
 

高
 
 
 

摸
 
 
 

1774安永3年l越 後】蒲 原l太田上奥野i  20  

10石以下許可   

多い高分ほ許可  

1777lケ  6年  

1778lケ  ア年  

10石以上ほ父二次革   17821天明2年  

一23－－  
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絶 領次男以下奉公  1788】天明  江
 
 

遠
 
 
 

年
 
 

8
 
 

領
 
 

母
 
 

河
 
 
 

三
 
 l次男以下職人，奉公人，養子  17891寛政1年  樋

 
 
 

那
 
 

濃
 
 

信
 
 10 j  】夷高10石以上  1795】〝  7年  本

 
 
 

城
 
 
 

頸
 
 
 

後
 
 
 

逓
 
 宛高10石以上 過剰静観の  

招／ト作，商賓，賽公  
1800〝 12年  里

 
 
 

佐
 
 
 

多
 
 
 

敲
 
 
 

尼
 
 

20   21 10  

文化15年・  三 河一案 飯  宮喜一般的禁止  

1822】文政5年i信 濃l佐 久  茂  i革ヨ  20  

圧  官  
20  10  

18331天保4年  ク  武
 
 
 

煉
 
 

′
 
 

岐
 
 

良
 
 

久
 
 
 

枝
 
 

相
 
 

1843 L 〝 14牢  

轡領1‡次男以下奉公作，職人  1868】慶應4年  活
 
 
 

井
 
 

L
‖
リ
 
 

ユ
回
 
 

避
 
 

挿益丁盲電1右㌃拝盲す㍍  
備考 五人組振り研究，五人組法規集に依る．   

関東地方になると更に分地制限度が低下して  え，愈寄細蔑発生の抑圧度が低下してい才  

高10石が支配的となり，更に高5石のものも見  （第3表参照）  

節3表  関東地方分地制限表  

1702 L 元締15年  

17161正徳6牢  

竺1 
一 

1729i〝14年  

ケ  l  ／′  

1730l ケ 15年  

17381元文3年  

●′              ●′   

1747l延事  

1748】 ケ  

て′   －  ケ  

17531賓暦3年  

1759lケ  9年  

1763】ケ13年   

ー 24′－－  
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1767弓明和咋毒式赦i高麗弓中  

1768；ケ 5年下 野卜都卜賀  50右以上i自 由岳組 領】二男以下奉公，職人  

1770〝  7年  

天明4年  

ト
仁
 
 

〟
鮭
（
U
 
 

甘
1
 
 
 

主
0
 
 

名
2
 
 
 

戸
 
 

寛政10年   

一切禁止  て′  ’■  
」  

1806 妄 文化3年  

1811i〝 畔  

18】6 ま ヶ】3年  無墟は許可  

〝 】下 川 口  18181文政1年  

谷  1826  

1827l〝 10年l下 級l若‡飾  大［8原新田  

崎・新Ⅷ〕20石一2町  1828〝 11年  

184D L 天保11年  石l20右－2町  

尾
 
 
 

‖
1
－
 
 
 

新
 
 
 

ケ 12年  

ノ
 
 

造
 
 
 

前
日
】
 
 

七
炬
 
 
 

玉
 
 
 

埼
 
 
 

液
 
 
 

武
 
 

坂
 
 
 

慶
 
 
 

安
 
 
 

算
 
 
 

安
 
 

1846‡弘化3年  

1853】嘉永6年  大
 
 
 

利
 
 
 

足
 
 
 

野
 
 
 

下
 
 

・次男以下奉公  天   津‘  10  狭
 
 

長
 
 
 

鼻
 
 
 

安
 
 
 

年
 
 

5
 
 讐」ぞ竺竺」1塑竺空： 」＝禦竺竺   

▼「＿   
備考 五入組法規集，五入組の研究にて作成   

陸，関東，奥羽と北進するにつれて．分地制限  

限度も置くなっている．此の事ほ又奥解埠方が  

他に比較して寄細盈の発生も法的に容易であつ  

た事を示すものである．（第4表参照j  

奥羽地方になると，高望0右制限ほ全く影をひ  

そめ，10石か5石を限度としている．米沢償が  

名主持高30石以下の分地を禁じているが，他に  

ほ身分的差も見えない．これは或ほ資料が僅少  

なせいもあるかもしれないが，関西，中部，北  

第年表  奥羽地方分地制限表  

田 川 ＝野 川 通  1759 L 賓暦9年】羽 前  

10i  ≦一 人  信：プ壬【両 島 領  17761安永5年1陸 奥  

10石以下分地許可   不 沼卜亀  岐  18081文化  〃
 
 

勘
 
 w25サー・一－  
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領
 
 

島
 
 

市
田
 
 
義
理
 
 
 

夫
 
 

信
 
 
 

奥
 
 
 

陸
 
 

文化14年   

文政13年  大  ．‖「  相  羽  出  

姓
0
 
 

膏
l
 
 

主
0
 
 

名
3
 
 
 

澤
 
 

米
 
 
 

賜
 
 

紆
払
 
 

次男以下奉公人  1848I嘉永1年 〝  

18581豪放5年】 〝  巨 ケ 】下萩野戸  

備考 五入粗放放免，五人組帳の研究にて作成  

此の傾向は秋田薄の天和2年の「百姓御仕  

置」にも現れている．秋田藩士字留野勝明が天  

和雲年に藩に上著した」百姓徴仕置1」14に「田  

畑之明朗，高大分に候ほず，す姓一人に高五石  

宛割渡令作之事」と言い，分地制限が関東以南  

よりも緩やかであった事を示している．   

此の事は仙台藩に於ても同様であった事は宝  

永5年に発せられた分地に関する法令中に，1丘   

「一石娃次男三男等に高分け，新す姓人頭に   

相出候儀，自分ほ一二三迫，登米，佐沼，中   

桃生岡方は五首文己上に候はば，新す姓人顔   

に可相出候，並桃生郡浜方，本書中者高二召   

文以上に候ほぼ人頭に相出候，右高之内に侯   

はば人衷に相出候儀堅無闇之事．  

但地形渡し人之持高一二三迫，登米，佐  

沼，桃生岡方ほ500文以上，梯生浜方，本  

書中ほ900文以上相棒可申侯，尤持添等に  

分け渡し候ほば．右高己上に侯はば少分成  

共膵手攻等に侯，右高より多分忙成侯はば  

一円相渡候は各別分け地無剛こ候，持添に   

＿受取作者之持高5貰文迄ほ不苦侯，且文代  

膏姓禰宜侯儀，元来少高之百姓に而一円に  

渡候はば，代百姓相立候共，持添に相渡候  

共可為惨事次第之事」  

と規定し，高500文乃至望00文でも独立官放と  

なる事が出来た．仙台藩の500文は高5石に相  

当するから，高5石乃至2石でも新す姓になり  

得るとすれほ，関東地方よりも更に零細農経営  

が可能だったのである．   

更に中部，関西地方の分地規定に於て注意す  

べきは，これ等には家族の過剰人口二三男の取  

親方に就いて，奉公人，商人，職人等となすべ  

き事を定めた事である．然るに奥網地方のそれ  

にはかゝる規定を見ない．これは，中部，関西   

地方は開発余地が少なく，分地斬首姓を渾やか  

にすると，だんだん経営規模が零細化するだけ  

であったからと見られる．これに反して奥財地  

方は未だ開発余地が多いから，分地制限令を譲受  

和して，出来るだけ多く独立百姓を増し，開墾  

に依る耕地の増大を行わしめようとしたと見ち  

れる．   

然し斯の如き分地制限は英傑にどれだけ実行  

され，如何なる効果を収める事が招来たであら  

うか，此の点ほ改めて後述する肝であるが，近  

世封建社会ほ，時代の下るに従って土地兼併が  

行われ，零細農経営が増加しつつあった事ほ諸  

家の匪た注意した所であり，叉諸藩の検地帳，  

名寄帳に依っても容易に現われる屏である．例  

えば．亨保19年の美作国大庭郡上長岡村の小高  

帳に就いて見るに，級高485石745合，農民戸  

数103戸，卒均4石716合に過ぎない．此の内  

30石以上1入，90石以上1人，10石以上8人，  

：蟹高9入を数えている．16これを面積の榔から  

見ても同校である．例えば天保13年の上野国勢  

多郡川通下箱田村のづ、高帳に就いて見るに，2  

町以上1人，1町以上4人，他の45人は1町未  

満で，零細農が圧倒的多数を占めている．17．   

此の現象ほ奥羽地方に於ても同様である．例  

えば天明6年の仙台薄西磐井郡滝沢柑の宗門帳  

に依れば（17）全戸数158戸中1貰文以の経営者公5  

戸，内2戸が3貰文台である．1貰文末滞500  

文以上か朗戸で全体の0．56に当り，500文末滞  

が44戸となり，制限以上の農家は1戸もなく，  

高10石未満の隷細経営者が0．軸に達する情冴で  

ある．   

これを南部藩の例に就いて見るに，廷宝5年  

紫綬郡髄山村の披地帳によれば，（18）全戸数141  

戸，絵高4急3石359合，1戸当所有高3石00盟合  
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近世農薬￥経営の適正化対策（森）  

此の内20石以上の所有者2名，15石以上が4名  

10石以上が6名．5石以上が11名で，他は5石  

未満で，全体の0．8鋸こ達し，その事均併有面積  

は，11石391合に過ぎない．即ち村落の大部分ほ  

1右前後の極めて零細な経営だったのである．  

戯もの同村元治1年の盆地暗に於てほ此の傾向  

を一層助長している．（第5表参照）   

（第5表）南部藩紫波郡煙山狩麿替劫段別表（延賓5年）  

ト5石ト1石ト5斗  芸引竃還   

6，85112，215L 714l261  平均t草5，738】略871l12，  

55   39   24  戸数   

戸数比  

2   4   6  11  

0，83  0．17  

備考焼山村高椅桑乎文島「延賓五年，志和部御換地  

名寄御帳褒」に依る・数字は個人別砂経費高を  

検地帳の順序に記入したものである・但し，経  

皆規模別ほ筆者に於て作成す・  

斯の如く農民の大部分が極めて賽細であり，  

戯もこれが時代の下るに従って増加する傾向が  

あったから，分地制限令を設け，零細農隆替の  

増加を阻止し様としたのである．然し実際には  

殆と効果なく，筈細化の増加する傾向を阻止す  

ることほ出来なかった，その原軌こ就いては後  

述に譲らなければならない．   

託：1）加賀藩史料 欝七編6ら－7頁，第11編展4要  

2）小野武夫博士著「日本村落史考」298京  

3）前掲「地方凡例錬」巻7，413，439貢  

4）野村兼太郎著「五入組帳の研究」258頁  

5）穂積重遠慮「五人組法規集」続編上，612貢  

6）前掲同書 40〕頁  

7）前掲同書 847頁  

8）前掲同書 859頁  

9）前掲同書 467東  
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】0）前掲首贅 398責  

11）南島駄錮扇島国債餉 第12輯  

12）前掲 「玉ん阻法規策」鴇編下1167頁  

13）前掲同書 68う貞  

14）赦打撲系変 節2脚 281責  

15）東磐井郡千枚町，「東山南方大肝八月石文  

書，「元疎より享保迄色々書込」  

1ら）前掲 「五入租法規箆」i451－8貢  

17）小岩突空「天明6年西雷撃井部碓澤村jた門帳」  

柑）紫波郡鰭両村扇橋牒ヰ’文書．  

第2 労働力の側からの適正化   

農民ほ農地政策に依って経営を合理化するに  

ほ，分地制限令の如き方法では到底期待するこ  

とほ困難であった．若し畏地政実に依って埴正  

化を計るにほ・結局強力な地割政策とか，均田  

政策に依って全野約に行うより外はなかった．  

然しかゝる敢策を断行するには封建支配者の果  

敢な決断を必要とした，叉経営者白身力白二地の  

側から経営の連荘化を計るた捌こは資本の蓄番  

が可能でなければなかった．然し英傑に全生産  

力の5割に及ぶ重税下に於てほ．それほ不可能  

に近かった．僅かに商人，豪農，高利貸費本家  

が，担保鴻か，新日摘発か，畑返新田に依る土  

地生産力の増大に依って適正化を行い得るだけ  

で．農民の大部分を占める零細農民にとって  

ほ，小作地，名手地を取得する以外にほ．土地  

の榔からの通航化を計ることは不可能に近かつ  

ナニ．   

従ってこれ等の寄細農民は結局労働力の調節  

に依って適正化を計るより外はなかった．小作  

地，名子地の取得に依る適正化に就いては後に  

護って，琵では労働力の剰からの適正化に就い  

て見るにノ 事実近世の零細農民の大部分は労働  

力の例からの適正化を最も多く行った．それは  

叉他面に於て耕地に比較して労働力の不足な大  

規模経営者が労働力の調達に依ってる適正化を  

宥った事と閑聯している．   

耕地に比して過剰労働力の所有者ほ，出稼，  

転職．奉公人等に依って耕地に対する労働力の  

連立化を計声と共に，労僻収入の増加を計つ  

た．然し労働力の調軌ま単にこれだけに止まら  

ず，将来酢な労働力の調節方法として穏底的な  

産児制限せも行った．   

近世の農民の産児制限の一般化は既に諸学者  

の注意した肝であるが，東北地方が殊に甚しか  

った事ほ佐藤信淵も既に警督した靡であり，こ  

れは1戸当りの経営規模が低かった事，分地制  

限令の低かった事と即応している．此の事は叉  

；排地の拡大が困難であったことと関聯してい  

る．   

耕地に比して入口の増大が大となり，経営の  

不適五三度が高くなると，血税喪担力が低下する  

から．藩に依っては法令を以て人口増加を制限  

した肝さえあった．仙台藩の延宝5年の法令に（1）   

「百姓子嫁敏之債次男より未之子いまた地形   

不拝ものは，男三十手以前は嫁るべからず，   

鞋然其窺かせぎ之人数妻子兄弟下人まて，合   

高より不足之ものは，其品御代官衆之棉達，   

差図攻第に可仕出，新式目に有之候 着被欄   

定之儀ほ寛永年中四民人高改被仰付節と，近   

年彼棉改侯入試取合御覧に成候処，人数大部   

分相諷へ蝶，依之禽獣之子共棉倍俊ことく，   

猥に倍串機へば，末々大勢之人数卸飢え被成   

條，たとへ成長之も（つ郷助申軋 赤子薔不申   

候ては不成様に候条，然棒は成島之者も赤子   

も人を殺候段ほ同前之よし．御吟慄常て右之   

通被押出儲事」  

とし，家族人数ほ経営規模に応じて保有すべき  

ものとし，生れるに任せるのほ禽獣に等しいと  

簸じ，耕地をもたない30才未満の者の結婚を禁  

止したのである．「長島民選書，」も此の問題を  

取上げ，2   

「軋1戸の男女老少兼併せ5′）G人を古今の   

過とす，但し朝夕閏彗－に出て耕す者l戸に9   

人戎ほ2人草3人而巳，愛に其力役する者3   

人草とす，外公人半ほ老少とす，斑右の址男   

女3人半を以て，1芙10P畝に適当する併の   

田畑1町5反感とす，其内国6段歩，水け19   

段歩にで相応すべし，（但国々所々其宜しき   

あらん，一概に云がたし」  

とし，その労働力の使用法を  

1年の労働力，豪族慧．5人，900日，手間鱒鱒  
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入， 内   

稲作 1段歩男女35人魂，9段歩315人  

は柴薪を緩り，巌舎の修理，用悪水路の修築，   

女ほ織つむぎ洗濯等の類，此外公用往来電   

助加助の人馬プ投，親類郷里の交り，吉凶の諸 

礼あり，浩志あらば如何せん」   

と言っている．即ち弦では1阿i5反の経営に  

家族5人，内縁働者乱5人として1か年間の労  

働量を計算している．仙台藩でほ高1貫文（約  

8反歩）に嫁入3人を適正としている．同宝暦  

3年の胆沢郡上麻生村の宗門帳に就いて見るに  

（第6表参照）  

冬  大′j、意望段  

秋 段   
き芸歪豆巨   

畑  

東歌両作 57〟60人   

計 6ら7人 差引望43人  

右657人を1日1人との月となすに望2ヶ月  

也，以て前の30ケ月の内減之，残り8ケ月，  

3人草に配り．各3ケ月仁夏期農功終る，冬  

19月より春1月，2月の分也，此3ケ月ほ男  

（第6表） 謄浬郡上航鑓村家族静電も調 （賓暦3年）  
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備考 際澤郡上麻生村千葉作七郎文書   

豪族の平均8．5人に対して，家族のみの場合は  

5．3人で，3．9人の差がある．即ち経営規模に応  

じて家族数が少なくなっている．これを更に稼 

働力に就いて見るに，奉公人を有する農家の卒  

均ほ1戸当り5．4人であるが，然らざる場合は  

3．9人で乱9人の差がある．従って奉公人を有す  

る農家では稼働者5．7人で卒均1，145文を経営し  

ているから，1人の労働能率ほ912文（約1反  

7畝）であるが，家族のみの場合ほ3．9入で90誹 

文であるから望艶文，（約9反乱7畝）を経営し  

た事となる．此の事は，奉公人を利用した場合 

ほ家族だけの場合に比して労働頗能率が低かつ 

総経営面凝 181，946文   

経営戸数   103戸   

農民数  6G8入 内稼働者427人   

但し仙台藩の長男（4G才一一一15才迄）長女   

（開才一1達者迄を稼働者として算竃）．   

此の内奉公人，添人，水春，名子を併有せる  

経営者3∋戸，此の経営面蹟鴫6くう4文．1戸卒均  

，1145文，家族労働のみに依る者63戸，その経営  

面麿訂，3∂2文，1戸平均帥9文にて，奉公人を  

有する経営規模の約0．79，即ち0．望1だけづ、規模  

経営である，   

これを家族に就いて見るに，奉公人を有する  
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東lり上奥義村一労働力調査表  
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くなっているから豪儀外労働を利用したとも見  

える．然し実際にほ添人，名子の如く経営の必  

要上と云うよりは，その家の慣行，親類等の事  

情から，経営規輯上の必要以外の事情で労働力  

が過剰になっているもももあるから，実際上ほ  

此の如き能率差ほなかったとも見られる．   

然しそれを勘案しても奉公人を使用した経営  

の能率の低かった事ほ，反軌こ於て，高率の公  

租を真髄した経営が，如何に労働能率を高めな  

ければならなかったかを物語るものである．邸▲  

ち異情な高能率に依って経営の適正化を行わざ  

るを得なかったのである．   

更にこれを東磐井郡上奥玉村の場合に就いて  

見るに，冤娃3年の場合は   

総経営面竃 朋，879文 戸数∂0戸   

人数：4劉入 内稼働者 974人   

これを経営規模別に見ると，1貫文以上の経  

営者17戸牢卿，556文，家族数卒均8．5入其他（水  

乱 名手，下男）を使用せる戸数9戸，質執な  

出している戸数3戸である．1000～500文の 戸  

数37ノう，その中財経皆規7】4文，家族か巨均人数  

2人，其他を使梢せる戸数7戸，質物匿朝した  

戸数6戸，500文未満の戸数36戸，その中均経  

営面蹟317文，家族の卒均人数3．7人，其他を俊  

月せる戸数4戸，質物を出した戸数14戸となつ  

ている．即ち産恕規模が減少するに従って家族  

数が減少し，名子，水茶，下人等む使用する戸  

数が減少し，雲助を出す才コ数が逆に増加してい  

る．此のことほ経営規模に応じて労働力を増減  

した事が知られる．  

戯るにこれを同じ柑の慶応牒年に就いて見る  

に，   

絵経営面積 6∂，87∂文 才l数∂5人   

人数 453人，打稼働者9淵人   

これを経営規模別に見ると，1，000文以上の  

経営者望1人，その卒均経営面蹟1，望望9文．家族  

人数か卒均5．里人で其の他の使用人，質物に出  

た戸数は全然ない．これはすべての階層に消滅  

している．500文以上に於てほ，その戸数39戸  

卒均経営規模733文，卒均家慮数5．9入，500文  

夫滞の戸数‡；5戸、その平均的経営規模盟87文，  

381  
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 備考 奥玉村ヂ㌻印文書，「東磐井邪魔山奥有村常人数  

獅改瞑」  

た事を意味する，然し此の場合にほ仙台藩の退  

正規模経営の一般基準（3入で1貰文窺営）よ  

りも労働力が過剰であった事な示している．   

然し，全体的に見ると，農家102戸中，家族の  

みに依る経営農局はその＄9％であり，奉公人を  

有する農家に於ても，絶入数の6を％が家族であ  

り，家族労働力が経営の般幹をなしていた．然  

も奉公人をもつ農家の中には水番，名子の非稼  

働者も含んで居る．名手は経営めにほ独立して  

1年何口かの労働力を提供していたのである．  

名子，水谷の泡立経営面蹟，提供労働力が明催  

でないため，奉公人を伴う農家の正確な労働組  

織ほ不明であるが，名子，水．番の経営規模は一  

般に水準より低いのが普通であるから，卒均よ  

りも経営規模が大きく，それを嫁働者223人で  

経営している．然るに此の3芸3人中，家族の稼  

働者ほ134人，奉公人昼トつ線衝者さ∂人である  

から，OAほ家族外労働に依って経営した事が知  

られる．これを卒均経営面積1，145文に就いて  

見るに，687文を豪族労働力で経営しているこ  

とになるト然るにその1戸当りの稼働者は3．4  

人であるから，1人当りの労働能率ほ200文前  

後となり，家族のみの労働能率に比して，鎚又  

も低くなっている．換言すれば，労麒能率が低  

－ 32－－－－   



近世農糞経営の適・正化対策（森）  

家族牢均説8入で，経営規模の減少に伴って家  

族数を減じているが，その差ほ寛娃3年の場合  

の如き大きな差でほなく，5・生，5・9，3・8と葦ほ  

少なくなっている．然も家族以外の使用人ほ全  

くなく，自家労働力だけで経営している事は，  

】16年紬こ経営規模に対する家族人数ほ国領し  

た観を窒している．それほ産児制限等に依って  

家族数を固定したのでほないかと考えられる．  

耕地面積の卒均に督しい差のないのに家族数が  

固定した観を呈したのほ，土地生産力の増大が  

影響しているのではないかと推定される．116  

年間に親高が全く同一である事ほ耕地が増加し  

なかったのでほなくて線地が行われなかったが  

ためである．従って実質的にほ土地生産力の増  

大が予想せられ，それに依って卒均経営面積は  

低下しても家族数の安定が可能であったと見ら  

れる．即ち豪儀の捌からの適正化が徹底して使  

用人も使わなければ，質物にも出ない段階に至  

った事を物語っている．  

詫1 前掲「延賀五年御都万御式目」  

2 日本農民史料朱昨 爵2巻，428  

結 論   

近世の農業経営の適正化対策は2つの方面か  

ら行われた．一つは支配者が公租を確保し，封  

建社会の安定を計るために行った．他の一つほ  

農民が重税を負担していたため十適正凝営を行  

わぎるを得なかったからである．その力、法は土  

地の柳からと労働力の側からの両面から行われ  

た．藩は土地政策の立場からの方法として，均  

田制度，地割制度，分地制限令，経営規模制限  

等の方法をとり，労働の耐では，人口政策，奉  

公人統制等に依って行われた．然し，その重点  

は土地政策であった．ただその方法も均田政策  

とか′ 地割制度とかノ 革命的7’よ射き；㌢政策一〔なけ  

れば効某を期待朝来なかった．   

農民の榔に於てほ，土地購入，勘墾，′J、作契  

約等に依って土地の捌からの適正化を計った  

が，これをわうにほ資本の蓄蔚を必要とした．  

烈し近世の如き高率の租税下に於てほ土地の榔  

からの適正化ほ，小数の商人，大地主，高利貸  

資本家だけで，大部分・の寄細農民にとってほ不  

可能に題かった．従って大部分の農民ほ主とし  

て労働の創からの適正化を計った．その結果ほ  

産児制限，奉公人等に依らぎるを得なかった．  

事実此の方法が一番適応度が卑かった．その績  

英農相入口は固定し，増加した人口ほ職人，転  

戦，出優等に出で，農地に対する人口は固定す  

る傾向を生じ．発展的生活を放乗せざるを得な  

かった●此の事ほその適正化の蔵本が，高率の  

租税に耐え得るにほ如何なる適正経営を行うべ  

きかに中心を置いて行われたためで，最少の経  

営で最人の余剰を挙げ，資本を蓄積し，経営を  

発展するための適正化対発でなかった為捌こ，  

その方法がたとえ成功したとしても，封建斡安  

定的均衡のための適正化政策となり，途に経営  

は固定せざるを得なくなったのである．  

－33－   




